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産業廃棄物処理業者に対する行政処分について 

 

１ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分 

  川崎市は、平成２１年１２月１７日付けで産業廃棄物処理業者４社に対し、廃棄

物の処理及び清掃に関する法律（以下、「法」という。）に基づき、次のとおり許可

取消の行政処分を行いましたので報告します。 

 

 

ＦＲＯＮＴＩＥＲＷＥＳＴ 株式会社 

   次の産業廃棄物処理業者は、平成２１年１１月１３日付けで豊田市長から産業

廃棄物収集運搬業の許可取消し処分を受けました。 

このことは、法第７条第５項第４号ニに規定する欠格要件（許可取消しの日か

ら５年を経過しない者）に該当するため、法第１４条第５項第２号イ、法第１４

条の３の２第１項第１号に基づき許可の取消し処分を行いました。 

 

 名   称  ＦＲＯＮＴＩＥＲＷＥＳＴ（代表取締役 平塚 輝） 
 住   所  東京都港区東新橋一丁目２番１０号ＰＡＬ汐留ビル３Ｆ 

  許可の種類  産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を除く） 

  許 可 番 号  第０５７０００５８６５４号 

 

 
株式会社 柳井工務店 

   次の産業廃棄物処理業者は、平成２１年１１月１２日付けで神奈川県知事から

産業廃棄物収集運搬業の許可取消し処分を受けました。 

このことは、法第７条第５項第４号ニに規定する欠格要件（許可取消しの日か

ら５年を経過しない者）に該当するため、法第１４条第５項第２号イ、法第１４

条の３の２第１項第１号に基づき許可の取消し処分を行いました。 

 

 名   称  株式会社 柳井工務店（代表取締役 柳井 修） 
 住   所  神奈川県横須賀市東逸見町二丁目５９番地 

  許可の種類  産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を除く） 

  許 可 番 号  第０５７０００３３０２５号 

 

 



 

クリーンライト 株式会社 

   次の産業廃棄物処理業者は、平成２１年１２月１日付けで千葉県知事から産業

廃棄物収集運搬業の許可取消し処分を受けました。 

このことは、法第７条第５項第４号ニに規定する欠格要件（許可取消しの日か

ら５年を経過しない者）に該当するため、法第１４条第５項第２号イ、法第１４

条の３の２第１項第１号に基づき許可の取消し処分を行いました。 

 

 名   称  クリーンライト 株式会社（代表取締役 若林 久吾） 
 住   所  千葉県市川市若宮三丁目５６番２５号 

  許可の種類  産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を除く） 

  許 可 番 号  第０５７０００６５８３３号 

 

 
田口輸送 有限会社 

   次の産業廃棄物処理業者は、平成２１年１１月３０日付けで横浜市長から産業

廃棄物収集運搬業の許可取消し処分を受けました。 

このことは、法第７条第５項第４号ニに規定する欠格要件（許可取消しの日か

ら５年を経過しない者）に該当するため、法第１４条第５項第２号イ、法第１４

条の３の２第１項第１号に基づき許可の取消し処分を行いました。 

 

 名   称  田口輸送 有限会社（代表取締役 田口 康之） 
 住   所  東京都江東区有明三丁目１５番１３号 

  許可の種類  産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を除く） 

  許 可 番 号  第０５７０００２８６３２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（連絡先） 

川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課 

044-200-2542 


